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＜はじめに＞ 

本町は、埼玉県東南部に位置し、東西約４㎞、南北約 7.5 ㎞と南北に細長く、面積

は 16.20 ㎢、西は大落古利根川を挟み越谷市、南は吉川市、北は春日部市と接してお

り、東は江戸川を挟んで千葉県野田市に接しています。 
地形は、町の北東部を占める築比地台地を除いて、大落古利根川と中川による標高４

m から６m の自然堤防と後背湿地によって形成されたほぼ平坦な低地となっています。 

道路網は、南北方向に県道春日部松伏線と県道葛飾吉川松伏線が、東西方向に県道越

谷野田線が走り、新たな東西方向の道路として（都）浦和野田線、新たな南北方向の道

路として国道 4 号東埼玉道路の整備が進められています。 

一方、本町には鉄道がありませんが、東武スカイツリーライン北越谷駅、せんげん台

駅、東武アーバンパークライン愛宕駅、野田市駅、ＪＲ武蔵野線吉川駅、越谷レイクタ

ウン駅、南越谷駅などが利用され、本町とこれらの駅との連絡は、民間事業者による路

線バス網により行われており、充実したバス路線網が構築されていることが「町の強

み」となっています。 

「駅」はその地域の玄関となる場所であり、外から訪れた人が最初に地域を感じる場

となります。また、「駅」は、ヒト・モノ・情報が集まる場であり、住民にとっても様々

な活動を行う上での生活の拠り所となります。 

これまで「鉄道駅」のなかった本町にとって、新たな「道の駅」を創ることは、来訪

者との新たな交流を生み出す機会となるとともに、町民の新たな活動を生み出す大き

な起爆剤になるものと考えています。 

あわせて充実したバス網のハブとなるターミナルを併設することで、効率的で便利

な移動しやすい拠点づくりが可能となるとともに、新しい移動手段の導入などにも対

応できる交通結節点の「駅」として、可能性が大きく広がるものと考えています。 

このような背景から、東埼玉道路の整備による交通環境向上のチャンスを最大限に

活かし、松伏らしい文化や産業を対外的にＰＲし、町民の交流の場となる新たな拠点と

して、「道の駅」と「バスターミナル」の一体的な設置を推進していくものです。 

新たな拠点が形成されることで、地域の賑わいや生活を楽しむ場所の創出、町内バス

交通の利便性のさらなる向上を図ることが可能となり、町の将来像に掲げる『笑顔が未

来に広がる緑あふれるみんなのまち』が実現できるものと考えています。 

今後、本構想を基に、町民、関係機関との協議を図り、松伏町における「道の駅」の

設置を進めていきます。 
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１．「道の駅」制度の概要 

１）「道の駅」制度の概要 

道の駅は、道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供、地域の振興に対する寄与

を目的として、「休憩機能」、「情報発信機能」、「地域の連携機能」の３つの機能を併せ持つ

休憩施設を「道の駅」として認定する制度です。平成５年から登録を開始し、平成２９年

１１月現在 1,134 駅が登録されています。 

 

（１）「道の駅」の目的と機能 

「道の駅」は、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情

報発信機能」、「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に行う

ための「地域の連携機能」の 3 つの機能を併せ持つ休憩施設であり、地域の創意工夫によ

り道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設です。 

 
○目的 

・道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供 

・地域の振興に寄与 

 
○道の駅の基本コンセプト 

表 道の駅制度の概要 

 
出典：国土交通省 HP 
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（２）整備主体と整備内容 

道の駅は、市町村又はそれに代わり得る公的な団体が設置し、登録は、市町村長から

の登録申請により、国土交通省が登録します。 

整備の方法は、道路管理者と市町村長等で整備する「一体型」と、市町村で全て整備

を行う「単独型」の 2 種類があります。 

全国1,134カ所ある道の駅のうち619駅（約55％）が一体型で整備されています。 

 
■図 道の駅整備のフロー 

 

出典：国土交通省 HP 

 

（３）登録要件 

「道の駅」の登録には、下表の要件を満たす必要があります。 

 

表 道の駅の登録要件 

項目 小項目 登録要件 

施設 

休憩機能 ①駐車場：利用者が無料で24時間利用できる十分な容量を持っ

た駐車場 

②トイレ：利用者が無料で24時間利用できる清潔なトイレ 

障がい者用も設置 

情報発信機能 ・道路及び地域に関する情報を提供 

（道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報等） 

地域連携機能 ・文化教育施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設 

設置者 ・市町村又は市町村に変わり得る公的な団体 

その他配慮事項 ・施設及び施設間を結ぶ主要経路はバリアフリー化 
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２．「道の駅」整備の目的 

１）「道の駅」の必要性 

（１）将来像の実現に向けた施設整備 

本町の第 5 次総合振興計画では、以下のような将来像を掲げ、交流人口を増やす魅力

づくりと町民満足度の向上を目指しています。 

 

＜松伏町第５次総合振興計画における将来像＞ 

■将来像：『笑顔が未来に広がる緑あふれるみんなのまち！』 

＜総合戦略における課題及び基本理念と基本目標＞ 

松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、本町のあるべき姿と進むべき方向について

その指針を示した「松伏町第5次総合振興計画」との整合を図りつつ、人口減少がもたら

す問題点の克服と地方創生に主眼を置き、戦略的視点に立って進めるべき施策や事業を示

すものです。 

■課題 

◆豊かな自然環境・生活環境と農のあるまちとしての持続的発展 

◆魅力ある働く環境の確保 

◆公共交通などの生活利便性の維持・向上 

◆町の住みやすさをアピールするイメージアップ 

■基本理念：『交流人口を増やす魅力づくりと町民満足度の向上』 

◆基本目標１：魅力ある働く場を確保する 

◆基本目標２：新たに人を呼び込む魅力を発信する 

◆基本目標３：自然環境の良さを活かして、子育てや暮らしの環境を向上させる 

◆基本目標４：町民ニーズにあった、生活利便性が向上するまちをつくる 

 

・地域間の「対流を促進する拠点」として、また、「ヒト、モノ、カネ、情報等の活発な

動きを支える拠点」となる施設を設置し、町・地域の経済・産業の成長につなげるこ

とが求められています。 

・町・地域の特性である農業・農産物のＰＲ、販路拡大を図る情報発信の機能を担う施

設の整備が求められています。 
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（２）「道の駅」整備の必要性 

本町における「道の駅」の整備の必要性を、「松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

において示されている「基本目標」の視点から整理すると、以下のとおりです。 

 

■総合戦略：基本目標『新たに人を呼び込む魅力を発信する』に関連して 

本町には 鉄道や国道が通っていない ことから、

交通アクセスの条件に劣り、町外の人たちの認知

度も低い状況にあります。 

そうした中、埼玉県東部の諸都市を結ぶ広域幹

線道路となる東埼玉道路の整備が進められてお

り、本町内でも、約 18,300 台/日の交通が発生す

ることが予想され、本町の交通利便性を高めるこ

とになります。 

そのため、幹線道路整備の機会とインパクトを活

用して、本町への来訪者を増やすこと、本町に立ち

寄ってもらうことが重要 であると考えます。 

また、田園地帯が広がり、屋敷林なども多く残る

本町においては、その風景や風土、生業が、本町の

一つの文化を形成しているといえます。しかし、近

年では農業後継者の不足などの要因により、農業活

力が衰退する傾向 がみられ、食料の供給・環境の

保全、やすらぎやうるおいの提供といった多面的な

価値をもつ 農地・農業の保全と再生が重要な課題

となっています。 

これらの観点から、町の特産品や農産品の紹介やＰＲ、販売の場となり、町の魅力を発信

することが可能で、かつ内外の人たちの交流の場ともなり得る「道の駅」の整備は、人を呼

び込む上で極めて効果的 であると考えられます。 

 

■総合戦略：基本目標『町民ニーズにあった、生活利便性が向上するまちをつくる』に関連して 

本町には、日常生活に必要な商業施設は散在して

いるものの、鉄道駅がないこともあって、買物や娯

楽等の機能が不足 しており、その充実を求める声

が極めて強くなっています。 

そのため、広域幹線道路の整備の機会を活用し

て、地域の産業振興と町内外からの人たちの観光や

相互の交流を促進する 「道の駅」を整備すること

は、本町の買物や娯楽に対するニーズを満たす有効

な施設となり得る と考えられ、本町のにぎわいの

拠点となる可能性をもつ点でも、「道の駅」はふさ

わしいといえます。 

また、本町は、バス網は比較的充実 しています

が、その特性を活かして町の発展につなげていく観

点から、バス交通の拠点づくりも長年にわたって課

題とされています。 

「道の駅」の機能に付加して、新市街地整備にあ

わせ バス交通の拠点としての機能を導入すること

も必要 となっています。 

  

図 後世に伝えるべき田園風景 

図 農家数の推移 

出典：農林業センサス 

図 土地利用構想図 

出典：第５次総合振興計画 
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２）「道の駅」整備の目的 

「道の駅」整備の必要性からキーワード（目的）を抽出し、以下のような基本理念を設定

します。 

 
≪道の駅整備の必要性の考察から導き出されるキーワード≫ 

 
■『新たに人を呼び込む魅力を発信する』 

・鉄道駅や国道がない町であり、多くの来訪者に町を知ってもらう機会（松伏や埼玉県

の魅力と価値） 

⇒「田園風景と地域文化」の発信・保全の場の創出 

 
 

■『町民ニーズにあった、生活利便性が向上するまちをつくる』 

・「田園風景と地域文化」を守るために、田園風景の保全と農業の持続性確保に向けた、

農産物等の価値を高める取り組み 

⇒農業等の地場産業の付加価値を高める仕組とその拠点となる場の創出 

・バス交通が比較的充実しており、バスネットワークのハブとなるターミナルの形成 

⇒バス交通の維持と向上のための拠点（ターミナル）の形成 

 
 

 
 

≪道の駅の基本理念≫ 
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３．「道の駅」の整備方針 

１）道の駅の整備コンセプト 

基本理念及びキーワードを踏まえ、地域に根ざした農産物や食の提供、企業や町内飲食店

等との連携による商品開発と提供、地域の自然環境・歴史・文化等の資源の情報発信を行う

とともに、充実したバス交通網の利便性向上・利用促進施策の実施による移動快適性の向上

を行い、災害時においては広域的な防災拠点となりうる「道の駅」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町
の
自
然
と
文
化
を
広
く
後
世
に
伝
え
る
町
民
生
活
の
新
た
な
中
心
（
核
）
と
な
る
場
づ
く
り
と 

町
の
情
報
を
発
信
す
る
場
と
し
て
の
新
た
な
「
松
伏
の
駅
」
の
創
出 

「田園風景と地域文

化」の発信・保全の場の

創出 

農業等の地場産業の付

加価値を高める仕組と

その拠点となる場の創

出 

バス交通の維持と向上

のための拠点（ターミ

ナル）の形成 

①地域資源を発信・ＰＲする駅づくり 

■松伏農業ブランドの発信 

・農産物・加工品直売等 

■埼玉県産木材による施設づくり 

・埼玉県東の玄関口として県林業のＰＲ 

■田園景観や歴史・文化とのふれあい 

・田園環境と共存する豊かな自然や歴史・文化 

②地域の「食」にこだわった駅づくり 

■松伏カレー等の主力メニュー開発 

・ヱスビー創業者の出身地、カレーブランド創出 

■ジビエ（野生の鳥獣食）を活かした食の提供 

・県内狩猟鳥獣等の活用、県北西部地域との連携 

■松伏産の農産物・川魚等によるメニュー提供 

・米、野菜、果物、川魚等地産地消の推進 

 

④交通ターミナルと一体となった駅づくり 

■既存バス網の集約・新規路線の設定・乗り継ぎ 

強化 

・町民や高齢者、就労者の交通利便の確保 

■広域高速バスや観光バス等への対応 

・新たな交通モードの導入によるハブづくり 

■パーク＆バスライドの展開 

・環境対策の推進やバス利用の促進 

③災害発生時には防災拠点となりうる駅づくり 

■町民や道路利用者の避難や広域活動の拠点 

・避難場所、ヘリポート、情報発信、防災備蓄庫 

■平常時における広場やキャンプ等での有効活用 

・イベント広場、大型テント、カマド、トイレ、上

水道等の施設利活用 

 

【基本理念】  【キーワード（目的）】          【整備コンセプト】 
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２）導入施設の方針 

（１）整備が必要な施設 

「道の駅」の登録要件は、『「駐車場 20 台以上」「トイレ 10 器以上」「電話」「情報提

供の場」が整備されている市町村等の団体が整備した施設。また、駐車場、トイレ、電

話は 24 時間利用が可能であること。』とされています。また、近年の「道の駅」に求め

られる基本コンセプトとして、休憩機能・情報発信機能・地域連携機能が求められるこ

とから、本町における「道の駅」整備において、最低限整備すべきと考えられる施設は

下表のとおりとなります。 

 

表 最低限必要な施設 
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（２）各施設における整備の考え方と施設イメージ 

道の駅の要件や整備コンセプトを踏まえた整備の考え方や施設のイメージは以下のと

おりです。今後は具体的な施設の整備内容を検討していきます。 

表 整備の考え方と施設イメージ 
区分 施設 整備の考え方・施設イメージ 

休
憩
機
能 

駐車場 

・大型車と小型車の分離（新市街地のトラックも立ち寄れる空間

設計） 

・夜間利用者動線やバリアフリー対応等に配慮 

・適切な駐車台数の確保 

トイレ 
・立ち寄りたくなるトイレ 

⇒施設利用のきっかけとなるような空間を計画。清潔さ・快適さ

に十分配慮した計画 

休憩施設 

・道路利用者にとって利用しやすい空間づくり 

・県産木材の使用など安らぎや癒しを与える、ゆったりとした空

間づくり 

・長距離ドライバーの利用しやすい空間づくり 

情報発信 
・道路情報の発信だけでなく、県や町のＰＲの場として、地域情

報の発信 

・地域文化の展示や町民作品の展示スペースの設置 

地
域
連
携
機
能 

特産品販売施設 ・地元農産品の販売や企業と連携した商品やメニューなど、松伏

ならではの商品販売・提供 

・地域ならではの商品にこだわった「食」の提供 

・周辺施設との連携 

・埼玉県や近隣市町とも連携した商品提供 

農産物販売施設 

農産加工場 

飲食施設 

子育て支援施設 ・幼児向けの室内遊び場等 

広場 
・各種イベントの開催が可能なイベント空間 

⇒広場としてのみの利用だけでなく、バーベキュー場や憩いの空

間として、二次的な利用 

バスターミナル 
・バス網の集約による交通結節機能やパーク＆バスライド等の

周辺市町をはじめとする広域交通の拠点としてバスターミナ

ルを設置（併設） 

その他想定され

る利便施設 

・ＡＴＭ、アンテナショップ、サイクルステーション等 

・集客や地域貢献度が高い施設（観光案内所、チャレンジショッ

プ、就業支援等） 

そ
の
他 

付
帯
施
設 

防災機能 
・非常用電源、備蓄倉庫など地域の防災機能を担う（方針は次の

とおり） 
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＜防災機能方針＞ 

広域防災拠点や防災拠点としての役割は周辺施設と連携することとし、「道の駅」には、

以下のような施設・設備が必要となると考えられます。 

・防災備蓄倉庫（広場や駐車

場エリアへの設置を想定） 

・耐震性貯水槽（広場や駐車

場地中への設置を想定） 

・非常用電源装置（施設棟内

の付帯施設の設置を想定） 

・災害トイレ（広場への設置

を想定） 

・防災情報発信機能（情報発

信機能を強化することを

想定）等 

※必要に応じて、駐車場や広

場を、避難所や仮設住宅の

設置としての活用も想定 

 

（３）役割を分担し連携を図る周辺施設 

各地区に立地する施設との連携に関する考え方を下表に整理します。これにより、「道

の駅」の利用者を周辺施設にも吸引するなど、相乗効果の発現を図ります。 

表 役割を分担し連携を図る周辺施設 

該当施設 連携を考える機能とその方向性 

県営まつぶし緑の丘

公園 

・芝生ひろば 

・防災拠点 

⇒道の駅と連動した大規模イベントの開催 

中央公民館 
（田園ホール・エロ

ーラ） 

・研修室、工芸室、調理室、音楽室、ホール、図書室 
・避難拠点（避難所、救援物資集積場所） 
⇒各種研修や教育、屋内体験施設として、道の駅からの情報発信

と、中央公民館を活用したイベントの企画 

B&G海洋センター 

・アリーナ（体育館）、武道場・柔道場、トレーニングルーム、プ

ール 
・避難拠点（避難所） 
⇒健康づくりにつながるスポーツなど、道の駅からの情報発信と、

Ｂ＆Ｇ海洋センターを活用したイベントの企画 

記念公園、総合公園 
・多目的広場（グランド） 
・防災拠点 
⇒道の駅と連動した大規模イベントの開催 

県立松伏高校 
・若者のアイディアや活動情報の発信 
・避難拠点（避難所） 
⇒高校との連携による商品開発や音楽科の演奏の場など 
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３）施設配置の方針 

＜施設配置の方針イメージ図＞ 

導入施設の方針に基づき、各施設の配置の方針を以下のイメージ図に示します。 

 

 

図 施設配置の方針イメージ図 
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４．「道の駅」の候補地 

１）道の駅の整備が考えられる候補地と評価 

（１）候補地区の位置 

道の駅の候補地としては、町外から流入する交通量が見込める路線に隣接し、一定規模の面

積が確保できる場所を選定する必要があることから、国道 4 号東埼玉道路に接し、町の中心部

との連携が図りやすい、以下の３地区が考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 道の駅の整備が考えられる候補地 

①北側地区 

②中央地区 

③南側地区 
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（２）各候補地区の概要と比較 

道の駅の整備候補地区の３か所について、以下のような特性から評価を行いました。 

表 候補地の評価 

評価項目 
①北側地区 ②中央地区 ③南側地区 

状況・特性等 評価 状況・特性等 評価 状況・特性等 評価 

【位置特性】 

位置特性 ・本町の北側の玄関口 ○ 

・本町の東側中央部東
側の玄関口 

・本町の市街地に至近
距離に位置 

○ 

・本町の南側の玄関
口 

・レイクタウンなど
の周辺都市に至近 

○ 

【土地利用】 

面積・敷地形
状 

・1.5ha 以上を確保 ○ ・1.5ha 以上を確保 ○ ・1.5ha 以上を確保 ○ 

接道条件 
・(主)野田岩槻線へのア

クセスが可能 
○ 

・(都)浦和野田線に接道
が可能となるが整備
時期が未定 

○ 
・東埼玉道路の接道の

み 
△ 

土地利用現況 
・市街化調整区域 
・一団のまとまりのあ

る農地 
○ 

・現在、市街化調整区
域であるが、新市街
地として産業まちづ
くりが進行中 

○ 

・市街化調整区域 
・一団のまとまりの

ある農地（下赤岩地
区は、県営湛水防除
事業の受益区域） 

△ 

既存建築物の
有無 

・社寺等が近隣に立地 ○ 
・場所によって住宅が

立地 
○ ・なし ◎ 

用地取得と収
益性 

・地価は低い ◎ 
・地価は比較的高い 
・非課税の土地となり、

収益効果が小さい 
○ ・地価は低い ◎ 

【交通アクセス】 

現 況 交 通 量
(将来予測等) 

・(主)野田岩槻線の交通
量が見込める 

◎ 
・(都)浦和野田線の将

来交通量は未定 
○ 

・東埼玉道路の交通
量のみ 

△ 

東埼玉道路へ
のアクセス性 

・直接的なアクセスは
不可 

○ ・インター直近 ◎ 
・直接的なアクセス

は不可 
○ 

町の市街地へ
のアクセス性 

・市街地への距離が最
も遠い 

△ 
・市街地に最も至近 
・(都)浦和野田線によ

り直接アクセス 
◎ 

・市街地への距離が
ややあり 

○ 

公共交通 ・やや劣る △ 

・付近の（都)浦和野田
線、町道 6 号線など
がバス路線であり、
運行頻度も大 

◎ ・やや劣る △ 

【地域振興への効果】 

整備波及効果 
・農業地帯にあり、農産

物の出荷に有利 
○ 

・市街地近接で、集客
効果は大 

・工業団地、産業物流
系土地利用に隣接
し、立地企業等との
連携にも期待 

◎ 
・農業地帯にあり、農

産物の出荷に有利 
○ 

シンボル性・
景観要素 

・町の北端であり、シン
ボル性は小 

△ 

・市街地へ直接アクセ
スが可能であり、シ
ンボル性・宣伝効果
は大 

◎ 

・町の南端であり、シ
ンボル性は小 

・古利根川の水辺、景
観の活用が可能 

○ 

周辺の交流集
客施設との連
携 

・緑の丘公園との連携
の可能性 

○ 

・市街地や松伏記念公
園、エローラなどの
主要施設との連携
が可能 

◎ 
・越谷レイクタウン

等との連携の可能
性 

○ 

評価結果 ◎２、〇８、△３ ◎６、〇７、△０ ◎２、〇７、△４ 

※評価は、各項目について「◎：優れているもの」「○：特に問題とならないもの」「△：劣るもの」の

３区分で評価しています。  
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２）道の駅の整備候補地区の設定 

比較評価においては、中央地区が「◎：優れているもの」が最も多く、また、「△：劣るもの」

が少ない結果となっています。 

「国道４号東埼玉道路」に関して、総合振興計画における土地利用構想において、「東埼玉道

路沿いの地域について、道路開通による交通量増加などの地理的ポテンシャルが期待されるこ

とから、周辺環境との調和を図りながら、沿道サービス施設の立地誘導を図る」とされていま

す。 

また、新市街地区域においては、「(都)東埼玉道路と(都)浦和野田線が結節する松伏インター

チェンジ周辺は、職住近接をめざした新たな人口増加の受け皿とともに新たな雇用の場を創出

する産業集積を進める。また、高速鉄道東京８号線の松伏新駅を想定した、町のシンボルとな

りコミュニティの要となる交流の場づくりをめざした核づくりに努める」とされています。 

このような中、現在、埼玉県と松伏町の共同事業として、当地区に新たな産業系土地利用の

推進に向けた取組みを進めています。 

さらに、新市街地の雇用対策と公共交通強化策として、公共交通利用促進や交流人口増大へ

の期待が高い等の理由から、既存のバス網が通過する新市街地区域へのバスターミナルの整備

が望ましいと考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
  

以上より、交通結節機能の向上に伴う、地域の生活・産業経済活動の拠点としてのポテンシャ
ルと、人・モノ・情報の交流機能としてのポテンシャルが高まることから、「国道４号東埼玉道
路」に隣接する新市街地区域への整備が進む「中央地区」が最も効果的と考えられます 
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５．「道の駅」の整備・運営方針 

１）整備主体の検討 

道の駅整備にあたっては、道路管理者と市町村等が協力した「一体型」と市町村等の「単独

型」の２種類があります。本構想においては、一体型を想定 した整備手法を前提とし、今後関

係者との調整を進めてまいります。 

また、バスターミナルについては、道路等以外の場所に設置する乗合バスの乗降のための停

留を目的とした施設であり、道の駅に併設した独立した施設として「自動車ターミナル法」に

基づき、町が整備することを前提とします。 

 
表 一体型の整備に向けた整備主体（例） 

機能 
整備主体 

道路管理者 町 

休憩機能 駐車場、休憩施設、トイレ 第二駐車場、トイレ、公園、休憩施設 _等 

情報発信機能 道路情報提供施設 電話・ＦＡＸ、観光情報提供施設 等 

地域連携機能 － レストラン、物産販売所、農畜水産物直売所、加工所 

等 

併設施設 － バスターミナル（自動車ターミナル法） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 整備主体と主要な整備内容 出典：国土交通省 HPの図を一部加工 

  

バスターミナル 

道路管理者に

よる整備 

町による整備 

自動車ターミナル法に

基づく整備 
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２）管理、運営形態の比較 

「道の駅」の管理、運営形態は、以下の 5 パターンが想定されます。今後、地域状況や民間

の動向など、円滑な運営・管理が図りやすい形態を整理していきます。 

表 管理、運営形態の比較 

 

パターン１ パターン２ パターン３ パターン４ パターン５ 

公設公営 公設公営+α 公設民営 公設民営 民設民営 

直営 直営 
指定管理（第三
セクター） 

指定管理（民間
事業者） 

ＰＦＩ 

建設 町 町 町 町 民間 

運営 
町 町（民間ノウハ

ウの活用） 

民間 民間 民間 

運営

分担 

公的
部分 

町 町 第三セクター 町 民間 

収益
部分 

町 町 第三セクター 民間 民間 

概要 

・ 町自らが「道の

駅」の整備から

管理運営まで

を行う。 

・ 全体の 15.7％

が導入。 

・ 町自らが「道の

駅」の管理運営

を行う。ただし

民間からの駅

長の登用等、民

間ノウハウを

一部導入する。 

・ 町と民間企業

が合同で出資・

経営 

・ 出資法人、公共

団体等が「道の

駅」の管理運営

を行う。 

・ 全体の 31.1％

が導入。 

・ 町によって、審

査・選定され

た民間企業や

NPO 法人等

の民間事業者

が「道の駅」の

管理運営を包

括的に代行す

る。（地方自治

法に準拠） 

・ 全体の 44.3％

が導入。 

・ 民間事業者が、

資 金 を 調 達

し、「道の駅」

の整備及び管

理 運 営 を 行

う。（PFI 法に

準拠） 

メリット 

・ 行政施策との

連携が図りや

すい。 

・ 事業スケジュ

ールをコント

ロールし、予算

措置をしやす

い。 

・ 行政施策との

連携が図りや

すい。 

・ 不足している

運営ノウハウ

を民間活力に

よってカバー

できる。 

・ 行政との連携

が図りやすい。 

・ 地域の関係機

関等との連携

が取りやすく、

地域に密着型

の運営が図り

やすい。 

・ 運営負担の分

散、軽減を図る

ことができる。 

・ 民間の柔軟な

運営、上質な

サービスの展

開が期待。 

・ 町が支払う維

持管理費の軽

減を図ること

が可能。 

・ 運営負担の分

散、軽減を図

る事が可能。 

・ 民間の柔軟な

運営、上質な

サービスの展

開が期待。 

・ 民間の資金を

活 用 す る た

め、町が支払

う維持管理費

の軽減を図る

ことが可能。 

デメリット 

・ 運営ノウハウ

が乏しい。 

・ 高コストとな

り、町の財政を

圧迫する可能

性がある。 

・ 予算の面から

柔軟な対応が

難しい場合が

ある。 

 

・ 高コストとな

り、町の財政を

圧迫する可能

性がある。 

・ 予算の面から

柔軟な対応が

難しい場合が

ある。 

 

・ 運営上の損失

（赤字）が生じ

た際には、責任

の所在が不明

確となる。 

・ 出資の程度に

よっては、損失

補てんのため、

町の財政を圧

迫する可能性

がある。 

・ 町が維持管理

費を負担する

場合もありう

る。 

・ 指定管理者の

経営状況でサ

ービスが低下

する可能性。 

・ 方式によって

は維持管理の

町の負担が増

える可能性。 

・ 自治体の意向

反映や公益性

確保ができな

い可能性。 

・ 経営状況でサ

ービスが低下

する可能性。 

・ 事業者公募・選

定等に時間と

費用が発生。 
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３）運営イメージ 

収入や支出の流れとして、以下に運営のイメージ（指定管理者の場合）を示します。 

 

【資金等の運営イメージ（指定管理者の場合）】 

・町は国との協定により、道の駅の管理を行う。 

・町は指定管理者（民間又は第３セクター）への委託により施設の運営管理を行う。 

・町は、指定管理者に指定管理料を支払い、年間売上（収益）の一部を納付金として徴

収する。 

 

図 収入・支出の流れ（直営、PFIを除く指定管理者の場合） 

  

・多目的施設 
・広場 
・情報発信施設 
・休憩施設 
・防災施設 

・飲食 
・加工販売所 
・直売所 



18 
 

６．今後の進め方 

・道の駅の開業時期は、一体型を前提とした東埼玉道路の整備及び供用開始時期と連動するこ

とが条件となりますが、東埼玉道路の整備時期については未定です。 

・先進事例等をみると、基本構想等の立案から事業の実施、道の駅の開業まで、概ね５年程度

の期間を要しています。 

・概ねそのような時期の開業を目指し、今後は関係者や町民との話し合いを行いながら実現に

向けた取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●基本構想 

●基本計画 

●事業計画・実施計画 

●基本設計・実施設計 

●造成・建築工事 

●道の駅オープン 

○道路管理者との 
相談・調整 

○道の駅の登録手続
き（国土交通省） 

○管理運営手法の
設定や募集 

○関係者や町民との
話し合い 

図 道の駅オープンまでの大まかな流れ 
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